
令和元年度第4回
地域密着型介護老人福祉施設

運営推進会議

令和元年１０月

介護報酬改定について



１．消費税引き上げに伴う、施設利用料金変更について

２．介護職員等特定処遇改善加算算定について

３．生活機能向上連携加算算定について

介護報酬改定について



消費税引き上げに伴う、施設利用料金変更について
（在宅老人デイサービスセンター）

増税後 基本料金

（６時間以上７時間未満）

• 要介護１ ６６６単位（円）

• 要介護２ ７８６単位（円）

• 要介護３ ９０８単位（円）

• 要介護４ １０２９単（円）

• 要介護５ １１５０単（円）

増税前 基本料金

（６時間以上７時間未満）

• 要介護１ ６６２単位（円）

• 要介護２ ７８２単位（円）

• 要介護３ ９０３単位（円）

• 要介護４ １０２３単（円）

• 要介護５ １１４４単（円）



消費税引き上げに伴う、施設利用料金変更について
（在宅老人デイサービスセンター）

増税後 基本料金（１ヶ月）

• 要支援１ １６５５単位（円）

• 要支援２ ３３９３単位（円）

増税前 基本料金（１ヶ月）

• 要支援１ １６４７単位（円）

• 要支援２ ３３７７単位（円）



消費税引き上げに伴う、施設利用料金変更について
（在宅老人デイサービスセンター）

増税後 食事料金（１食）

・食事料金 ５０４単位（円）

増税前 食事料金（１食）

・食事料金 ５００単位（円）



消費税引き上げに伴う、施設利用料金変更について
（地域密着型特別養護老人ホーム）

増税後 基本料金

• 要介護１ ５６７単位（円）

• 要介護２ ６３６単位（円）

• 要介護３ ７０６単位（円）

• 要介護４ ７７６単位（円）

• 要介護５ ８４３単位（円）

増税前 基本料金

• 要介護１ ５６５単位（円）

• 要介護２ ６３４単位（円）

• 要介護３ ７０４単位（円）

• 要介護４ ７７４単位（円）

• 要介護５ ８４１単位（円）



消費税引き上げに伴う、施設利用料金変更につい
（地域密着型特別養護老人ホーム）

増税後 食事料金・居住費

（第４段階のみ変更）

・食事料金 １３９２単位（円）

・居住費 ８５５単位（円）

増税前 食事料金・居住費

（第４段階のみ変更）

・食事料金 １３８０単位（円）

・居住費 ８４０単位（円）



介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等特定処遇改善加算とは①
・令和元年10月から消費税増税と共に新たに運用が開始され、技能・経験のある介護職
員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。内閣府が2017
年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」で提示された、「勤続年数 10
年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づ
き、制度設計が行われています。

※「経験・技能のある介護職員」は、勤続10年以上の介護福祉士が基本となりますが、
「勤続10年以上」の判断には事業所の裁量が認められています。ほかの法人などでの
勤務期間を勤続年数に加えることや、「勤続10年以上」ではない人を独自の能力評
価に基づいて加算の対象とすることも認められています。



介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等特定処遇改善加算とは②
・介護職員等特定処遇改善加算は加算（Ⅰ）・加算（Ⅱ）と２区分にわれており、算定
するには、ある程度の要件をクリアする必要があります。当施設では加算（Ⅱ）の要
件をクリアしているため、加算（Ⅱ）の算定をさせて頂きます。

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）の点数
・（基本料金+処遇改善加算以外の各加算）×２．３％



生活機能向上連携加算算定について

生活機能向上連携加算とは
・利用者の居宅や入所施設にサービス提供責任者と訪問リハビリや通所リハビリの専門職
（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等）が同行して訪問し、共同で介護計画を作成し
た場合に付与される加算です。

内容
・現在、当施設では看護師が機能訓練指導員として配置されており、利用者の日々の身体能
力維持に努めています。そこにリハビリ専門職の助言・評価を得て共に介護計画を作成す
ることで、根拠ある訓練を行い、介護度の重症化を予防していくものとなっています。



生活機能向上連携加算算定について

リハビリの専門職とは
・砂川福祉会には、老人保健施設みやかわ内に通所リハビリテーションが存在しており、そ
こにはリハビリの専門職として作業療法士が在籍しているため、その協力を得ています。

生活機能向上連携加算の点数
・１ヶ月につき１００単位（円）



さいごに

福祉業界における課題として、人材の確保と介護職員の
待遇の悪さがあげられています。今回の介護報酬の改定も
その改善策の一部となっています。新たな加算を算定する
ことで、施設利用料の負担が増えることとなりますが、何
卒ご理解のほどをよろしくお願いします。



・感染褥瘡防止対策委員会主催：感染症予防対策（嘔吐物処理）研修会

次回 施設内部研修


